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市からの連絡帳

 税 

■家屋をとり壊したときは 
ご連絡を
　家屋を取り壊した場合は、登記所
へ滅失登記をすることになっていま
す。　　　　　　　　　　
　滅失登記が遅れるときや、未登記
家屋を取り壊したときは、資産税課
へ連絡をお願いします。
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

 医療・保険・年金 

■老人保健高額医療費支給に
該当する方へ
　市では、該当する方に老人保健高
額医療費支給申請（請求）書をお送
りしています。
　一度申請をすると次回該当になっ
た時は、申請しなくても指定の金融
機関口座（郵便局以外）に振り込ま
れます。書類が届いたら、金額にか
かわらず申請してください。
※口座変更の時は申請が必要になり
ます。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３）

■国民健康保険被保険者証（保
険証）更新
～１人１枚のカード様式になります～
　１０月１日から有効の保険証（個人
カード型）を９月中旬ごろから世帯
主あてに配達記録郵便でお送りしま
す。（詳細は次号の市報）
　また、現在使用中の保険証を持っ
ている方で、長期出張・旅行・通院
等で世帯に１枚では不便な方は、保
険証と印鑑を持参のうえ申請します
と、保険証を分けて交付します。　
　手続きは、健康年金課と市民課保
谷庁舎総合窓口係で受け付けていま
す。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）
■年金受給者の方へ 
～住所変更したときは手続きを
～
　年金を受給している方が住所を変
更されたときには、「年金受給権者
住所・支払機関変更届」を転居先の
住所を管轄の社会保険事務所へ提出

してください。
　なお、この届出が遅れますと、各
種通知書が、お手元に届かないこと
もあります。忘れずに提出をお願い
します。この届出書は、市役所の国
民年金担当窓口または社会保険事務
所にあります。
　問 武蔵野社会保険事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 各種申請 

■市民課窓口から 
～本人確認を実施しています～
　市民課業務の各種届け出等の受け
付けに際し、個人情報保護を図り、
住民の皆さんに関する記録の管理を
適正に行う必要があります。両庁舎
市民課と各出張所の窓口における各
種届け出・各種証明書の請求の際に、
来庁される方についての本人確認を
実施しています。
　運転免許証、旅券等官公署が発行
した免許証・許可証・資格証明書、
健康保険証等、ご本人を確認できる
ものを持参してください。
　皆さんのご理解とご協力をお願い
します。
～代理人による届け出～
　代理人による届け出や証明書の請
求については、代理人選任届（委任
状）が必ず必要になります。委任者
本人の自筆で、次の事項を記載して
ください。
建代理人の住所・氏名・生年月日
建委任事項
建委任する日
建委任者本人の住所・署名・捺印
（印鑑登録については登録する印鑑
を押印してください。）
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）

 高齢者福祉 

■介護予防講座受講者募集
　健康的な生活習慣を築き、生涯を
自立して過ごすことで、いつまでも
住み慣れた家に住み続けるために、
高齢者の方を対象とした、介護予防
講座を実施します。筋力の維持・向
上や転倒予防等を目的とした「運動

器の機能向上」、口で食事を摂るた
めに必要な機能の維持・向上を目的
とした「口腔機能の向上」の講座を
開催します。
　時 下表参照
　場 下表参照
　対 要介護・要支援の認定を受けてい
ない市内在住の満６５歳以上の方
　定 各２０人
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電
話番号・希望する講座名・会場を明
記し、８月２４日晶（必着）までに、
〒２０２－８５５５　市役所高齢者支援課
「介護予防講座」係へ郵送
※応募多数の場合抽選
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

■家具等転倒防止器具等の 
取り付け
～高齢者の方～
　高齢者の皆さんを地震等の災害か
ら守るため、タンス・本棚・食器棚

等に転倒防止器具を取り付けます。
器具等の取り付けは１世帯に対し５
か所まで、材料費の基準費（４,000
円）を超える額については利用者負
担となります。
　対 ６５歳以上のひとり暮らしの方、ま
たは世帯の全員が６５歳以上の高齢者
世帯
　申 印鑑を持参のうえ、高齢者支援課
（田無庁舎１階・保谷保健福祉総合
センター１階）で申請してください。
～障害者の方～
　前記と同様のサービスを行ってい
ます。
　対 ４級以上の身体障害者手帳または
４度以上の愛の手帳をお持ちのひと
り暮らしの方、または世帯の全員が
身体障害者手帳４級以上または愛の
手帳４度以上をお持ちの世帯
　申 印鑑を持参のうえ、障害福祉課
（田無庁舎１階・保谷庁舎１階）の
窓口で申請してください。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

 子育て 

■地域子育て支援センターから
　８月１日から、地域子育て支援セ
ンター「ひがし」がスタートしまし
た。昨年開設された「けやき」・「な
かまち」と合わせて、市内には３つ
の『地域子育て支援センター』があ
ります。
　各センタ－では、園庭・広場の開
放、子育て相談、子育て講座、楽し
い行事を行っています。お近くの
『地域子育て支援センター』へ、お
気軽にお越しください。
　時 月～金曜日  午前９時３０分～午後
４時３０分
※自由に利用できます。
　場 下記のとおり
◆地域子育て支援センター「けやき」
（けやき保育園内）
西原町４－５－９６（札４６４－３８２２)
◆地域子育て支援センター「なかま
ち」（なかまち保育園内）
中町４－４－１６（札４２２－４８８２)
◆地域子育て支援センター「ひがし」
（ひがし保育園内）
東町２－４－１３（札４２１－９９６５）

鰍

恰

割

括

潟潟潟潟潟潟潟潟

潟潟潟潟潟潟潟潟

喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝

喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝
喝

■８月の車座集会　　　
（タウンミーティング）

　市民の皆さんのご提案やご意
見を、市長が直接お聞きする車
座集会を開催しています。
　当日、直接会場へお越しくだ
さい。
 ※車での来場は、ご遠慮くださ
い。

◆秘書広報課　田 （札４６０－９８０３）

場　所日　時

富士町福祉会館
大広間

８月２３日昭
午後７時から
最大２時間

　このようなシールがお店
や家の玄関にはってあるの
を見たことはありません
か？このシールは、ささえ

あいネットワーク協力員・協力団体の目印
です。
　「ささえあいネットワーク」とは、地域に
お住まいの方々（協力員）やグループ（協
力団体）が民生委員・地域包括支援センタ
ー・市の職員と互いに連携をとり、高齢者
やその家族が持つ困りごとや相談、緊急を
要すること等に迅速に対応する仕組みのこ
とです。　現在、協力員約３００人、協力団体
６０団体がそれぞれの立場で、できる範囲の
中で活動しています。
　ささえあいネットワーク協力員・協力団
体は、登録が必要です。関心のある方は、
お近くの地域包括支援センター、または高
齢者支援課へご連絡ください。　
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

ご存じですか？「ささえあいネットワーク」
こんなことがあったら…

１．発見

近くの○○さんの
様子が心配なの…

最近、△△さんの
顔を見ない… 隣の○○さんに相談

されたけど、どうした
らいいのか…

２．連絡

３．相談

４．支援

民生委員へ連絡すると
民生委員が様子をみて、必要に応じ、
地域包括支援センターに相談します。

地域包括支援センターへ連絡すると
支援センター職員が訪問等を行い、
必要な支援を行います。

支援が必要になれば
サービスの調整
見守り方法の調整等を行います。

※皆さんのプライバシーを守ります。ご安心ください。

日程会場講座名

１０月４日～　
１２月２０日
毎週木曜日
午前９時３０分

富士町　　
福祉会館

運動して　
元 気 講 座
（運動器の
機能向上） １０月９日～　

１２月２５日
毎週火曜日
午後２時

芝久保　　
地区会館

１０月２日～
１２月１８日
毎週火曜日
午前９時３０分

老人憩いの
家おあしす

お口と歯か
ら元気講座
（口腔機能
の向上）

介護予防講座


